
学研災付帯賠償責任保険 事故が起きた時の手続 

＊保険金請求権は 3年で時効です。
＊被害者との示談等は、加害者である学生本人が行うことになりますが、事前に保険会社と充分に相談

してください。

事故発生！！ 

東京海上日動学校保険コーナ

ーへ電話連絡してください

（☎0120-868-066）

受け取った書類を記入し、学生サービス課に提出

してください。

学生サービス課で証明後、保険会社に提出します。

連絡内容

・氏名、年齢、大学名

・事故発生日時

・事故発生場所

・（対人の場合）被害者氏名、年齢

・事故の原因

・被害（傷害、損壊等）の程度学生サービス課に事故の報告

をしてください。

学生サービス課で

「保険金請求書兼事故報告書」

「付帯賠責往復事故証明書（通学中等の事故の場合）」

を受け取ってください。

保険金支払 


